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昭
和
五
十
四
年
穴
月
二
十
五

a午
藤
十
時
間
議

呂
程
第
一
議
案
第
五
十
号
館
山
帝
国
民
健
康
保
験
貌
条
例
@
一
務
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定

K
つ
い
て

館
山
+
賄
事
胃
年
鎗
の
設
置
及
び
管
理
V
作
図
す

る
条
例
の
一
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

K
つ
い
て

館
山
市
市
営
住
宅
の
般
置
及
び
管
理
区
間
，

す
る
条
例
。
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
樹
，

定

K
つ
い
て

城
山
公
園

K
パ
え
道
路
の
開
設
と
公
園
入

口
K
標
識
設
竃
@
霧
車
寄

観
光
客
誘
致
の
た
め
簿
の
轟
濁
道
整
備
促

進
V
私
闘
す
る
請
願
書

日
程
第
二

謹
一
集
第
去
十
一
号

日
程
第
一
一
一

議
案
第
三
一
十
二
号

日
程 1

第
揺

fー-̂-ー、
韓請

蔵原

第第

号

関

号

議

午
前
十
時
十
二
分
間
議

一幻ー

。
韓
間
底
究
ハ
石
井
正
君
)
本
日
の
出
席
議
員
数
二
十
九
名
、

ζ

れ
よ
タ
第
二

回
市
議
会
定
例
会
第
四
日
の
会
議
を
開
会
し
、
竃
ち
w
h
+
4
a
の
会
議
を
開
き

ま
す
。本

日
の
襲
撃
は
h
F

手
元
K
配
付
。
臼
程
表
w
民
主
歩
行
い
ま
す
。

議

案

の

上

程

。
議
長
ハ
石
井
正
倉
)
日
程
第
て
議
案
第
三
十
号
鍍
山
市
国
民
健
康
保

検
説
条
例
の
ア
磁
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
を
讃
題
と
い
た
し
ま

す。



。
議
長
ハ
石
井
正
君
〉
た
だ
い
ま
議
題
と
な
h
Y
4
ま
し
た
議
案
第
三
十
号
は

去
る
六
月
二
十
一
日
の
本
会
議
k
b
い
て
総
務
委
員
会

κ付
託
さ
れ
た
も
の

で
あ
h
y
安
す
。

よ
っ
て
、

ζ

れ
よ
h
y
議
案
第
三
十
号
K
対
す
る
総
務
委
員
会

K
か
け
る
審
，

査
の
経
過
並
び

K
結
果
K
っ
き
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。

総
務
委
員
会
委
員
長
松
下
正
己
君
御
登
壇
願
い
ま
す
。

ハ
総
務
委
員
会
委
員
長
松
下
正
己
君
登
壇
)

。
総
務
委
員
会
委
員
長
(
松
下
正
己
君
〉
去
る
六
月
二
十
一
日
開
会
の
本
会

議
k
b
き
ま
し
て
総
務
委
員
会

K
付
託
さ
れ
ま
し
た
議
案
第
三
十
号
館
山
市

国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
K
つ
い
て
、
二
十

一
日
委
員
会
を
招
集
し
、
慎
重
審
議
い
た
し
ま
し
た
と
と
る
、
本
案
K
つ
い

て
は
本
会
議
κ
h
v
い
て
市
長
の
一
不
さ
れ
た
所
信
の
趣
旨
を
期
待
し
て
、
満
場

一
致
を
も
っ
て
原
案
ど

b
b可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

以
上
、
本
委
員
会

K
か
き
ま
す
審
査
の
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
、

d

漁
場

の
御
賛
同
を
賜
b
d
ま
す
よ
う
hw
願
い
い
え
し
ま
し
て
、
総
務
委
員
会
委
員
長

の
報
告
を
終
h
y
ま

す

。

一

O

議
長
〈
石
井
正
君
)
以
上
で
委
員
長
の
報
告
を
終
h
y
ま
す
。

た
だ
い
ま
の
委
員
一
一
長
報
告
K
つ
い
て
御
質
疑
を
願
い
ま
す
。
御
質
疑
ど
ざ

い
ま
せ
ん
か
。

i
l
御
質
疑
念
し
と
認
め
ま
す
。
以
上
で
質
疑
を
終
結
い
た

し
ま
す
。

討

ao.. 
爾司

。
議
長
(
石
井
正
君
〉
と
れ
よ
h
y
討
論

K
入
b
ま
す
。

通
告
が
る
h
p
ま
す
の
で
、
発
言
を
許
し
ま
す
。

一
番
神
田
守
隆
君
。

二
審
議
員
一
一
神
間
守
隆
君
登
壇
)

0

一
番
ハ
神
国
守
睡
君
)
議
案
第
三
十
号
館
山
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
反
対
い
た
し
ま
す
・

国
保
税
は
と
れ
を
で
年
々
大
幅
念
壇
上
げ
が
繰
h
p
返
さ
れ
て
き
た
と
と
ろ

で
あ
h
y
ま
す
が
、
今
回
の
平
均
二
六
克
も
の
値
上
げ
は
さ
ら

K
市
民
の
生
活

を
圧
迫
す
る
も
の
明
白
で
あ
h
y
を
す
。

課
税
限
度
額
を
十
九
万
円
か
ら
こ
す
こ
万
円

K
改
一
め
て
い
ま
す
が
、
そ
の

増
加
分
は
一
六
%
で
あ
・
9
4
Z
す
。
限
度
額
を
超
え
て
い
る
高
所
得
者

K
は
課

税
限
度
に
よ
っ
て
、
事
実
上
の
誠
免
vh
よ
っ
て
値
上
げ
の
繕
は
押
さ
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

関
係
会
計
は
、
相
互
扶
助
の
た
て
ま
え
で
あ
り
、
所
得
。
多
い
者
が
多
〈

負
担
す
る
の
が
原
則
で
あ
・
9
4
Z
す
。
高
所
得
者
を
擾
遇
す
る
課
税
極
度
額
は

大
幅

K
引
き
上
げ
る
べ
き
と
考
え
ま
す
。
限
度
を
超
え
る
、
い
わ
ゆ
る
切
h
p

捨
て
分
の
事
実
上
の
高
所
得
者
K
対
す
る
減
免
額
は
と
と
し
の
予
算
で
も
二

千
八
百
万
4
e
h
y
ま
す
。
と
れ
だ
け
の
税
収
が
あ
れ
ば
保
険
説
を
相
当
に
引
き

下
げ
ら
れ
ま
す
J

次
に
、
国
保
会
計
の
歳
出
の
面
で
拡
、
事
務
費
の
超
過
負
担
三
千
八
百
万
、

助
産
受
の
一
千
す
一
百
万
、
葬
祭
費
の
永
百
八
十
万
九
育
児
手
当
の
百
五
十
万

念
ど
医
療
と
関
係
。
念
い
支
出
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
と
れ
ら
は
他
会
計

K
移
管
す
る
か
、
な
い
し
は
一
般
会
計
か
ら
の
繰
h
y
入
れ
を
す
る
よ
う
主
援

し

ま

す

。

-

「

C
F
f

市
長
は
、

ζ

れ
ま
で
国
保
会
計
は
相
互
扶
助
の
原
聞
に
立
判
官
賞
@
で
曇
夕
、

一
般
会
計
か
ら
の
繰
h
y
入
れ
を
否
定
し
て
き
ま
し
た
が
夫
も
は
や
国
保
会
計

そ
の
も
の
が
危
機

K
直
濁
し
て
い
る
と
の
認
識
か
ら
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰

h
p
入
れ

K
っ
き
検
討
す
る
?
と
の
姿
勢
を
示
し
た
と
と
は
評
価
す
る
と
と
ろ
で

J

-岬 68..... 



可

4
e
h
P
4
Z
す
が
、
今
年
度
の
条
例
改
正
K
あ
た
っ
て
は
残
念
念
が
ら
何
ら
の
考

慮
が
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
ο

'
以
上
の
之
と
か
ら
、
保
険
税
軽
ー
拙
似
の
立
場
に
立
ち
、
と
の
条
例
の
改
正
に

反
対
い
た
し
ま
す
。

。
議
長
(
右
井
正
君
)
以
上
で
通
告
者
に
よ
る
討
論
を
終
h
y
さ
す
。

通
告
を
し
念
い
議
員
で
討
論
は
ど
ざ
い
ま
せ
ん

a

か。

l
l討
論
念
し
と
認

め
ま
す
。
以
上
で
討
論
を
終
結
い
た
し
ま
す
・

決

採

o
議
長
(
石
井
正
倉
〉
と
れ
よ
h
y
採
決
い
た
し
ま
す
。

採
決
は
起
立

κ玄
歩
行
い
ま
す
。

議
案
第
三
十
号
に
つ
い
て
ん
委
員
長
の
報
告
は
原
案
可
決
で
る
h
y
ま
す
・
議

案
第
三
十
号
を
委
員
長
の
報
告
の
と
h
v
h
y
可
決
す
る
と
と
に
賛
成
の
諸
君
の

起
立
を
求
め
ま
す
。

《
費
成
者
起
立
〉

O

議
長
〈
石
井
正
君
)
起
立
多
数
で
あ
h
y
ま
す
。
主
っ
て
議
案
第
一
一
一
十
号

は
原
案
の
と
h
F
h
y
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

議

案

上

の

程

。
議
長

n
石
井
r

正
君
》
旬
程
第
一
一
、
議
案
第
三
十
一
号
館
山
市
青
年
館
の

設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
'
て

を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

文
教
民
生
誓
員
会
委
員
長
報
告

。
議
長
《
石
井

正
君
〉

た
だ
い
ま
議
題
と
念
多
言
し
た
措
置
案
第
一
一
一
十
一
号
。

は
、
去
る
六
月
二
十
}
自
の
本
会
議
に
が
い
て
文
教
民
生
委
員
会
に
付
託
さ

れ
た
も
の
で
あ
h
p
ま
す
。

よ
っ
て
、

C
れ
よ
多
議
案
第
三
十
一
号
に
対
す
る
t

文
教
民
生
委
員
会
v
h
b

け
る
審
査
の
経
過
並
び
忙
結
果
K
っ
き
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
・

文
教
民
生
委
員
会
委
員
長
栗
原
一
雄
君
御
畳
壇
顕
い
ま
す
。

ハ
文
教
民
生
委
員
会
委
員
長
東
原
・
一
雄
君
登
壇
)

。
文
教
民
生
委
員
会
委
員
長
〈
栗
原
一
雄
君
)
h
去
る
大
河
二
十
一
日
開
舎
の

本
会
議
k
b
h
て
文
教
民
生
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
一
議
案
K
っ
き
二

十
一
日
委
員
会
を
招
集
し
、
議
案
の
内
容
審
査
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果

K
つ
い
て
御
報
告
申
申
し
上
げ
ま
す
。

議
案
第
三
十
一
号
鎗
山
市
青
年
鎗
の
設
置
丑
び
管
理
旋
回
す
る
条
例
の
一

調
聞
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
K
つ
い
て
1
J
全
員
一
一
致
宏
、
っ
て
原
集
@
L
L
h
v
-

h
y
可

決

す

べ

き

も

の

と

決

定

い

た

し

ま

し

た

。

:

的

以
上
、
本
委
員
会

K
付
託
さ
れ
ま
し
た
案
件
犯
2
h
て
御
報
告
出
干
し
土
げ
一
一

ま
、
す
。
満
場
の
御
賛
同
を
賜
h
y
ま
す
よ
う
b
顕
h
婚
し
上
げ
ま
し
て
、
文
教

民
生
委
負
会
の
報
告
を
鰐
少
を
す
畑
一
一
h

O

議
長
。
〈
石
井
正
君
)
以
上
で
委
潰
長
場
…
報
告
を
終
h
y
ま
す
・

J

光
。
だ
仏
引
を
の
委
員
長
報
告
K
つ
い
定
調
質
疑
を
源
い
ま
す
。
御
質
疑
ど
ざ

い
ま
途
ゐ
か
。

J
J御
質
疑
念
し
と
認
め
ま
す
。
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。

ζ
批
正
予
討
論
に
λ
h
y
ま
す
。

通
告
は
あ
h
y
ま
せ
ん
で
し
た
ι
討
論
は
ど
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

1
1討
論
念

↑
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
討
論
を
終
結
い
た
し
を
す
。

採

と

れ
.t 
b勾決
採
決
ν、
:え
し
ま
す。

。
議
長
(
石
井

正
君
〉



語
集
第
五
十
一
号
w
h

つ
い
て
の
委
員
長
の
報
告
拡
原
案
可
決
で
あ
h
p
ま
す
e

議
案
第
三
十
一
号
を
委
員
長
の
報
告
ど

h
v
b可
決
す
る
と
と
に
御
異
議
あ
h
y

ま
せ
ん
か
。

ハ
「
異
議
念
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
h
y〉

。
議
長
門
石
井
正
君
V

調
異
議
念
し
と
寵
め
ま
す
。
£
っ
て
議
案
第
三
十

一
号
越
原
案
ど
か
h
y
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

議

案

上

程

の

。
一
議
長
(
石
井
正
君
》
自
程
第
三
、
議
案
第
三
十
二
号
舘
山
市
市
営
住
宅

の
設
嚢
及
び
管
遭
震
関
す
る
条
調
。
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
e

建
設
経
管
委
員
会
署
員
長
撃
ロ

。
議
長
一
〈
石
井
正
一
世
相
》
た
だ
い
ま
議
題
と
念
き
ま
し
た
議
案
第
三
十
二
号

は
、
一
去
る
大
舟
三
十
一
日
の
本
会
議

κhv
い
て
建
設
経
済
委
員
会
に
付
託
さ

れ
た
も
の
で
あ
h
p
を
す
。

よ
っ
て
、
と
れ
主
h
y
議
案
第
三
十
二
号
K
対
す
る
建
設
経
済
委
員
会
k
b

け
る
審
査
の
経
過
並
び

K
結
果
K
っ
き
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
・

建
設
経
済
委
員
会
委
員
長
流
出
源
次
郎
君
御
霊
壇
顧
い
ま
す
。

(
建
設
経
緯
開
要
員
会
委
員
長
流
出
稼
次
郎
君
登
措
置
V

。
建
設
経
梼
委
員
会
委
員
長
(
流
山
源
次
郎
君
)
去
る
六
月
二
十
戸
日
開
会

。
本
会
議
k
b
い
て
建
設
経
説
明
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
議
案
第
三
十
二

号
に
つ
き
ま
し
て
、
建
設
経
演
委
員
会
を
努
集
し
、
慎
重
審
議
の
結
集
、
全

員
一
一
致
原
案
ど
h
v
h
y
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
愛
し
た
4

坂
下
、
審
査
の
結
果
並
び
に
経
過
に
つ
い
て
調
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

-

地
番
設
定
が
で
き
念
か
っ
た
一
大
蔵
獲
の
土
地
一
の
十
一
P
に
つ
い
て
は
、
今
叢

ど
の
よ
う
K
考
え
て
い
〈
か
と
の
問
に
対
し
、
先
白
大
蔵
省
の
監
査
官
か
ら

道
路
と
建
物
の
建
っ
て
い
る
土
地
を
分
離
払
い
下
げ
を
受
け
た
ほ
う
が
よ
い

と
い
わ
れ
て
毎
夕
、
念
る
べ
J
I
早
い
時
点
で
払
い
下
げ
を
受
け
た
い
・
由
?
の

道
路

K
つ
い
て
は
無
償
払
h
下
げ
を
受
け
え
い
。
現
在
地
番
設
定
K
つ
hn
て

は
、
関
財
の
ほ
う
K
こ
百
玄
十
分
の
一
の
函
面
を
送
っ
て
あ
h
p
、
興
財
の
ほ

う
で
仕
事
を
進
め
て
M
る
状
態
K
あ
る
曽
の
答
弁
が
あ
h

え
さ
ら
に
叫

mm年

数
を
過
ぎ
た
市
営
住
一
宅
を
払
い
下
げ
る
と
い
う
昆
弔
辞
が
あ
る
が
ま
う
か
と
の

質
問
K
対
し
、
本
造
住
宅
K
つ
い
て
捻
土
地
穣
得
が
園
離
で
あ
b
、
一
団
地

を
形
成
し
て
い
る
と
と
る
は
で
き
る
だ
け
今
後
中
高
屠
耐
火
に
建
て
か
え
て

い
〈
主
ラ
指
導
も
さ
れ
て
瀞
h
p
、
ニ
十
年
経
っ
た
時
点
で
建
て
か
え
て
い
て

と
h
う
と
と
で
検
欝
し
て
い
き
た
い
、
払
い
下
げ
と
い
う
と
と
訟
一
考
え
て
-
h

念
い
と
の
間
磐
を
得
て
、
一
会
員
草
案
可
決
V

件
費
成
い
た
し
安
し
た
。

以
上
、
審
査
の
棲
裏
金
構
報
告
出
申
し
上
げ
、
原
案
可
決
す
べ
き
も
の
と
の

輯
麗
夜
遣
し
ま
し
た
@
で
、

ζ
担
、
覧
車
聾
経
揖
委
員
会
委
員
長
報
告
と
い
え

し
ま
し
先
?
何
と
ぞ
満
場
の
揖
費
関
を
鰭
b
を
す
主
う
か
顕
い
曲
申
し
上
げ
を

す・

『言。ー

。
曹
長
(
石
井
正
君
》
以
上
で
委
員
長
必
報
告
を
終
り
ま
す
。
r

え
だ
h
4
Z
@
-
委
員
長
報
告
に
つ
h
て
欝
費
援
を
顕
い
ま
す
。
御
質
疑
ぜ
ざ

い
ま
せ
ん
か
。

1
1調
質
疑
念
し
&
欝
め
ぎ
す
。
よ
っ
て
質
壌
を
終
結
い
た

し
を
す
。

と
れ
よ
h
y
討
論
K
λ
タ
ま
す
U
F

通
告
は
あ
h
y
を
せ
ん
で
し
た
一
。
討
論
は
ご
ざ
い
ま
ぜ
ん
か
・

i
I討
論
念

し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
討
論
を
終
結
h
た
し
ま
す
。

探

舗

じ

決



宅努 S

。
議
長
《
石
井
正
君
〉
と
れ
よ
h
y
採
決
い
た
し
ま
す
守

議
案
第
三
十
二
号
に
つ
い
て
の
委
員
長
の
報
告
は
原
案
可
決
で
あ
り
ま
す
。

議
案
第
三
十
二
号
を
委
員
長
の
報
告
ど
b
h
y
可
決
す
る
と
と
に
御
異
議
あ
h
y

ま
せ
ん
か
。

(
「
異
議
念
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
h
y
)

。
議
長
〈
石
井
正
君
)
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
@
よ
っ
て
詩
集
第
三
十

二
号
は
原
案
ど
h
v
b
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

請

願

書

の

上

程

。
議
長
《
石
井
正
君
)
呂
程
第
四
、
請
願
第
一
号
城
山
公
閣
に
パ
ス
道
路

の
開
設
と
公
園
入
口
に
標
識
設
置
の
請
願
書
及
び
請
周
第
二
号
観
光
客
誘
致

の
た
め
沖
の
島
周
辺
整
備
促
進
K
関
す
る
請
願
書
を
一
括
し
て
議
題
と
い
た

し
ま
す
。

建
設
経
一
瞥
奮
員
会
委
貝
長
報
告

。
議
長
(
石
井
正
君
)
た
だ
い
ま
議
題
と
念
り
ま
し
た
請
願
書
は
、
去
る

六
月
二
十
一
日
の
本
会
議
K
か
い
て
建
設
経
済
委
員
会

K
付
託
さ
れ
た
も
の

で
あ
h
y
ま
す
。

よ
っ
て
、
と
れ
よ
り
本
請
願
書
K
対
ナ
る
建
設
経
済
委
員
会
k
b
け
る
審

査
の
経
過
並
び
に
結
果
K
っ
き
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。

建
設
経
済
委
員
会
委
員
長
流
山
猿
次
郎
君
御
登
壇
顧
い
ま
す
。

〈
建
設
経
済
委
員
会
委
員
長
流
山
源
次
郎
君
登
壇
〉

O

建
設
経
済
委
員
会
委
員
長
ハ
流
山
源
次
郎
君
〉
講
願
第
一
号
及
び
議
顕
第

二
号
に
つ
い
て
は
内
容
審
議
を
十
分
尽
〈
し
、
全
員
一
致
採
択
す
べ
き
も
の

と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

請
願
第
一
号
に
対
ナ
る
市
と
し
て
の
見
通
し
、
考
え
方
を
hv
伺
い
し
た
と

と
ろ
、
趣
旨
は
十
分
理
解
で
き
る
、
と
の
点
K
つ
い
て
は
市
で
は
計
画
を
進

t

め
て
い
る
段
階
で
あ
り
、
採
択
さ
れ
れ
ば
そ
の
方
向
K
向
か
っ
て
努
力
す
る

旨
の
発
一
言
あ

b
、
同
じ
〈
請
願
第
二
号
K
つ
い
て
も
、
市
の
見
通
し
、
考
え

方
を
b
伺
い
し
た
と
と
ろ
、
通
告
質
問
で
も
か
答
え
し
た
が
、
一
部
K
つ
い

て
は
五
十
三
年
度
舗
装
し
た
し
、
そ
の
先
K
つ
い
て
は
県
有
地
で
も
あ
夕
、

防
衛
庁
と
の
い
き
さ
つ
も
あ
る
の
で
防
衛
庁
と
折
衝
し
て
い
る
と
と
ろ
で
、

採
択
さ
れ
れ
ば
そ
の
趣
旨
K
沿
っ
て
実
現
K
努
力
し
た
い
旨
の
意
見
が
述
べ

ら
れ
ま
し
た
。

建
設
経
済
委
員
会
と
し
て
は
全
員
一
致
採
択
し
市
長
K
送
付
す
る
と
と
と

決
定
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
満
場
の
御
賛
同
を
賜
b
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
〈
念

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

O

蕎
長
(
石
井
正
君
)
以
上
で
委
員
長
の
報
告
を
終
b
ま
す
。

た
だ
い
ま
の
委
員
長
報
告
に
つ
い
て
御
質
疑
を
顕
い
ま
す
。
御
質
疑
あ
h
y

ま
せ
ん
か
。

i
1御
質
疑
念
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
質
疑
を
終
結
い
た
し

-71-

ま
す
。

討

論

。
議
長
(
石
井
正
君
〉

ζ

れ
よ
h
y
討
論

κ入
h
y
ま
す
。

通
告
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
討
論
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

。
一
番
〈
神
間
守
隆
君
)
請
願
第
二
号
の
問
題

K
つ
い
て
で
す
が
、
沖
の
島

を
観
光
資
源
と
し
て
開
発
す
る
と
い
う
と
と
K
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
と
い

う
ふ
う
に
考
え
ま
す
。
沖
の
島
は
観
光
資
源
と
し
て
の
価
値
よ

b
も
貴
重
念

自
然
を
残
す
島
と
し
て
、
自
然
を
保
護
し
て
い
〈
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。

請
願
で
は
道
路
の
舗
装
を
引
き
続
き
沖
の
島
ま
で
延
長
す
る
、
適
当
の
場



所

K
駐
車
場
を
設
置
す
る
と
し
て
い
ま
す
が
、
抽
仰
の
島
の
自
然
は
保
護
す
べ

き
と
考
え
て
h
g
h
y
虫
す
の
で
、
道
路
舗
装

K
つ
い
て
は
具
体
的
に
ほ
島
K
至

る
砂
地
の
延
長
ま
で
で
あ
る
と
と
、
駐
車
場

K
つ
い
て
も
そ
と
い
ら
へ
ん
で
、

沖
の
島
の
中

K
つ
〈
る
と
い
う
と
と
は
絶
対
に
念
い
と
い
う
と
と
で
、
沖
の

島
の
自
然
は
保
護
す
る
と
い
う
前
援
に
立
っ
て
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
ふ

う
K
考
え
を
す
。

F

-

観
光
客
誘
致
の
た
め
と
は
う
た
っ
て
い
ま
す
が
、
道
路
の
舗
装
、
護
岸
の

修
理
、
駐
車
場
の
設
置
、
そ
れ
自
体
は
市
民
の
憩
い
の
相
場
と
し
て
必
要
念
ζ

と
で
あ
h
M
ま
す
苧
観
光
客
誘
致
の
た
め
と
す
る
目
的
反
問
題
点
を
感
ず
る
も

の
で
あ
b
を
す
が
、
請
願
の
内
容
そ
れ
自
体
に
は
賛
成
い
た
.
し
を
す
。

ま
た
、
最
近
の
報
道
で
も
、
沖
の
向
局
に
ジ
ー
プ
で
乗
h
p
入
れ
る
者
が
あ
る

と
の
と
と
で
、
沖
の
島
の
自
然
保
護
の
観
点
か
ら
、
抽
仰
の
島
に
つ
念
が
る
砂

を
取
・
9
払
い
で
抽
仰
の
島
を
陸
地
か
ら
切
h
y
離
し
、
島

K
は
浮
き
橋
念
ど
を
つ

〈
っ
て
渡
る
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
と
考
え
ま
し

τ、
私
の
賛
成
@
討
論
ξ
h

-
え
し
を
す
。

。
議
長
〈
石
井
正
君
)
他
K
討
論
ど
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

l
j討
論
念
し
と

認
め
ま
す
。
よ
っ
て
討
論
を
終
結
い
た
し
ま
す
。

採

1決

。
謀
長
(
宥
井
正
意
〉

ζ

れ
よ
h
y
採
決
い
た

L
す
す
。

e

採
決
は
一
括
し
「
て
行
い
を
す
。

請
願
一
第
一
号
及
び
第
二
号
K
つ
い
て
の
委
員
長
の
報
告
は
採
択
す
べ
き
で

あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
歩
安
ナ
。

諦
願
第
一
号
及
び
第
二
号
を
委
員
長
の
報
告
ど

h
v
b採
択
す
る
と
と

K
御

異
議
あ
h
p
ま
せ
ん
か
。

7
1
i
 

〈
「
異
議
を
し
」
と
呼
ぶ
者
あ

b
v

。
議
長
(
石
井
正
意
V

御
異
議
乏
し
と
寵
ゆ
ま
す
。
よ
っ
て
譜
顕
第
一
号

及
び
第
二
号
は
採
択
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

関

会
午
前
十
時
二
十
九
分
閉
会

。
議
長
〈
石
井
正
君
〉
以
上
で
本
定
例
会

K
付
議
さ
れ
ま
し
た
案
件
は
す

べ
て
議
了
さ
れ
ま
し
た
。
よ
っ
て
と
れ
舵
て
第
二
回
市
語
会
定
例
会
を
閉
会

い
た
し
ま
す
。

。
本
日
の
会
識
に
付
し
た
事
件

て
議
案
第
三
十
号
乃
至
議
案
第
一
二
十
二
号

て
請
願
第
一
号
及
び
請
願
第
二
号

地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
一
一
条
第
二
演
の
規
定

K
よ
b
署
名
す
る
。

館
山
市
議
会
欝
畏

石

井

館
山
市
議
会
議
員

F 五、

井

館
山
市
議
会
議
員
円
安

沢

徳

-・72-

正言葉種
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